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令和７年 障害者雇用状況の集計結果 
（令和７年６月１日現在） 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者の雇

用義務がある事業主等から、毎年６月 1 日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者の

雇用状況について公共職業安定所への報告を求めています。 

旭川公共職業安定所管内の令和７年６月１日現在における雇用状況に関する集計結果は以下の

とおりです。 

 

 

 

 

◎ 集計結果のポイント 

【 民間企業(４０．０人以上規模の企業) 】（法定雇用率２．５％） 

○ 集計企業数は３２６社（対前年比 5.2%、16 社増加） 

○ 雇用率の算定基礎となる対象労働者数は 35,889.0 人（対前年比 6.5%、2196.0 人増加） 

○ 雇用されている障害者の数は９４４．０人（対前年比 7.3%、64.5 人増加） 

○ 実雇用率は２．６３％ (対前年比 0.02 ポイント上昇)  

○ 法定雇用率達成企業の割合は５６.１％ (対前年比 2.6 ポイント上昇) 
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法定雇用率適用区分 

 

法 定 

雇用率 

実雇用率 法定雇用率達成割合 

旭川所 北海道 全 国 旭川所 北海道 全 国 
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【 地方公共団体 】（法定雇用率２．８％） 

○ ２．８％の法定雇用率が適用される機関： 

・対象機関数は１８機関（前年と同じ） 

・雇用率の算定基礎となる対象労働者数は 5,393.0 人（対前年比 2.3%、123.0 人増加） 

・雇用されている障害者の数は１４７．０人（対前年比 1.4%、2.0 人増加） 

・実雇用率は２．７３％(対前年比 0.02 ポイント低下) 

・法定雇用率達成機関の割合は６６．７％(対前年比 5.6 ポイント上昇) 

 

【独立行政法人等】（法定雇用率２．８％） 

・対象法人数は２法人（前年と同じ） 

・雇用率の算定基礎となる対象労働者数は 1,675.5 人（対前年比 15.3%、222.0 人増加） 

・雇用されている障害者の数は３６．５人（対前年比 1.4%、0.5 人増加） 

・実雇用率は２．１８％（対前年比 0.3 ポイント低下） 

・法定雇用率達成機関の割合は５０.０％(前年と同じ) 

 

 

 

 

 

 

民間企業については 

◎雇用されている障害者の数は、前年より７．３％（６４．５人）増加の９４４．０人となりま

した。また、実雇用率は２．６３％と前年より０.０２ポイント上昇、法定雇用率の達成企業割

合は５６.１％と前年より２．６ポイント上昇しました。 

対象企業数３２６社のうち４３.９％にあたる１４３社が法定雇用率を未達成であるため、今

後とも、各企業が法定雇用率を達成するよう指導に努めてまいります。 

 

◎旭川公共職業安定所では、求人の開拓や北海道障害者職業センター、障害者就業・生活支援セ

ンター、福祉施設及び特別支援学校等との連携によるチーム支援の充実、ジョブコーチ等を活

用した職場適応の促進等により、障害者の雇入れの支援にも努めてまいります。 

 

 

地方公共団体及び独立行政法人等については 

◎地方公共団体は６機関が法定雇用率を未達成でした。 

◎独立行政法人等は１機関が法定雇用率を未達成でした。 

いずれも、民間企業に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから、未達成の機関

等に対する達成指導を強力に実施することとしています。 

 

 

 

 

 

 

このため、旭川公共職業安定所では 
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○ 障害者実雇用率の推移 

 

○ 障害種別の雇用障害者数の推移 
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  令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 

対象労働者数 32,037.5 31896.5 31,334.0 31,910.5 33,693.0 35889.0 

障害者全数 924.0 890.0 809.5 917.5 879.5 944.0 

  身体障害者 531.0 505.5 495.5 495.5 506.0 534.5 

  知的障害者 241.5 242.0 235.5 260.0 261.5 282.0 

  精神障害者 151.5 142.5 78.5 162.0 112.0 127.5 

 

Ⅱ 民間企業における雇用状況 
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○ 法定雇用率２．８％が適用される機関の雇用率の推移 

 

 
 

 

 

○ 法定雇用率２．８％が適用される機関の在職状況（障害種別等） 
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④ 

実雇用率 
(％) 

⑤ 

法定雇用率

達成 

機関の数 
(機関) 

⑥ 

達成割合 
(％) 

身体障害者 
(人) 

知的障害者 
(人) 

精神障害者 
(人) 

旭 川 
7 年 18 5,393.0 132.0 4.0 11.0 2.73 12 66.7 

6 年 18 5,270.0 128.5 3.5 13.0 2.75 11 61.1 

北海道 
7 年 227 86,040.0 1,805.0 77.0 355.5 2.60 136 59.9 

6 年 222 80,469.5 1,761.0 68.5 334.5 2.69 136 61.3 

全 国 
7 年 2,681 2,180,983.5 43,327.5 2,401.0 15,384.0 2.80 1,908 71.2 

6 年 2,700 2,064,209.5 42,842.0 2,260.5 13,789.5 2.85 1,962 72.7 

 

地方公共団体における在職状況 










